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チェックオフ制度が始まります！ご協力下さい 
ＵＰ３号でもお伝えいたしましたが、本年３月の労使交渉で労働側は、組合費と賛助金を給与から控除するこ

と（チェックオフ）が可能になるよう、本学の「給与の振込及び給与の一部控除に関する労使協定」の改正を求

め、大学当局もその改正に合意しました。 

要するに、組合費と組合賛助金を皆さんの給与から引き落とせるようになりました。すでに多くの国立大学で

実現されている制度です。 

組合員の皆さんにはこれまでの支払い方法（銀行引き落としや手渡し）からチェックオフ制度に移行していた

だくよう、お願いいたします。これにより、組合の事務効率化・経費削減が実現できます。「ついつい組合費を

貯めてしまって、組合から足が遠のく」という悪循環からも逃れられます（笑）。 

５月中に組合員の皆さんに、チェックオフ移行のための「本人同意書」をお配りしますので、ご署名と印をい

ただき、組合までご返送くださるようお願いいたします。チェックオフの趣旨や方法についてご質問のある方は、

組合事務室または所属部局の執行委員にお問い合わせ下さい。 

 

今年の地域手当は何％ですか？ 
 今年も埼玉大学に一足遅い春闘の季節がやってきました。地域手当に関する労使間の話し合いを、昨年同様 5

月末までに行うことになっています。しかし、現時点ではその日程さえ決まっていません。当局は予算が固まっ

ていないことを理由にしているようですが、ということは地域手当は他の予算によって率が変わってくるという

ことでしょうか？ 

 平成 18 年度に始まり現在進行中の給与体系の改定は、平成 22 年度に完成の予定となっています。この大改定

の骨子は、官民の賃金格差を解消する際、本給は民間賃金の低い地域に合わせて大幅に切り下げてこれを基本と

し、地域ごとに異なる賃金格差は地域手当を積み上げることで対応するということです。地域手当アップの原資

は、本給の切り下げと昇給抑制（1 年 4 ヶ月かかって 1 年分の昇給がなされる計算です）をもって充てられるこ

とになっています。 

 埼玉大学でもこうした公務員の制度に準じて給与規則を改定したため、恐らく大半の教職員の本給は現在でも

17 年度のままに据え置かれているのではないかと思います。（少なくとも私は上がっていません。）代わりに、

地域手当が毎年上昇して 22 年度には 12％になる・・・予定でした。 

下の表を見てください。確かに、毎年少しずつ上昇していますが、20 年度には公務員と 1.5％もの差がついて

います。これでは、22 年度に本来の支給率である 12％とすることは非常に困難な状況であるといわざるを得ま

せん。 



  

原因は何なのでしょう？ 以前の給与体系ならば、毎年本給の昇給があって、それを前提に考えざるを得なか

ったのが、昇給無しになり、地域手当も「特殊事情」という名目のもと、抑えて当たり前、と経営側（特に前学

長の体制下）は考え、これ幸いと教職員の賃金とすべきものまでいろいろ無駄な事業にお金をつぎ込んできたの

ではないでしょうか。 

 そうした負の遺産を抱えたなかでの厳しい財政下、20 年度当初 0.5％の地域手当のアップを現学長が決断した

ことは、それなりに評価して良いことなのかもしれません。しかし、もう 1 年余が過ぎました。今年度の地域手

当を何％とするのか、もしも公務員との差異が開くようでしたら、（私としては、よもやそんなことは無いだろ

うと思っています）これはもう現執行部の責任といわざるを得なくなります。ですから、いきなり公務員並みの

11％は無理にしても、昨年の人勧の 1％アップは確保したうえで、過去の負の遺産を少しずつでも埋めていこう

と努力しているのだろうと想像しています。 

 最初の疑問に戻りましょう。今年度の地域手当の率が他の予算によって変わるのだとしたら、それは 9.5％＋

α（もちろんα＞0 ）のαの部分だけのはずです・・・よね？！ 

 

 

 

 
 

中野麻美先生を迎えて（講演会のお知らせ） 
組合では『労働ダンピング』（岩波新書）などで著名な弁護士、中野麻美さんを迎えて講演会を行います。 

国立大学をめぐる労働条件の変化がはげしい今、専門家のお話を聞いてみませんか？教職員の皆さんのご参加

を歓迎します。 

日時：５月２８日（木）１２：３０－１３：１５ 

場所：経済学部Ａ棟２階 第１会議室 

講演テーマ：「これからの働き方、これからの労働法制」（仮題） 

 

「職員のための英会話講座」へどうぞ！ 
５月の予定       講師   場所 

５月 13日（水）  12:20―13:00  ミルン先生   同研究室   （教養学部棟 ４階） 

５月 18日（月）  12:20―13:00   カンバルテル先生 同研究室   （経済学部研究棟 ３階） 

 

 

年度 
国家公務員 

(さいたま市在勤) 
埼玉大学 備考 

17 6.0％ 6.0％ 給与改定前＝調整手当 

18 7.0％ 7.0％ 埼玉大学では 19 年 4 月まで 

19 8.5％ 8.0％ 埼玉大学では 19 年 5 月から 

20 10.0％ 8.5％  

21 11.0％ ？  

22 12.0％ 12.0％ 給与改定完成予定 

発行元：埼玉大学教職員組合     Tel&Fax 048.853.5609（内 3160） 

E-mail:saidaikumiai@hotmail.co.jp  HP: http://19.pro.tok2.com/~saidaikumiai/ 

組合事務室は生協第二食堂内（理髪店『PONO』お隣）月～金、午後 12 時～5時開室 

http://19.pro.tok2.com/~saidaikumiai/


  

 


